
 

 

電気事業法の一部を改正する法律案要綱 

 

１ 小売電気事業の登録の取消事由の追加 

小売電気事業の登録の取消事由として、小売電気事業者が正当な理由がないのに、小

売電気事業を一年以上引き続き休止したとき等を追加する。（第二条の九第二項関係） 

 

２ 基幹送変電設備整備等計画の認定等 

基幹送変電設備整備等計画の認定等に関する規定を整備するとともに、推進機関の業

務に、認定一般送配電事業者等に対し、当該認定に係る基幹送変電設備整備等計画に基

づく基幹送変電設備の整備又は更新に必要な資金を貸し付けることを追加する。（第二十

七条の三の二、第二十七条の三の三、第二十七条の十一の七、第二十八条の四十第一項

第九号関係） 

 

３ 大規模発電等用電気工作物の廃止等に関する協議及び発電等用電気工作物整備等計画

の認定等 

（１）大規模発電事業者は、大規模発電等用電気工作物を廃止等しようとするときは、

当該大規模発電事業者から電気の供給を受ける一般送配電事業者等と、大規模発電

等用電気工作物の廃止等に関する事項について協議をしなければならないもの等と

する。（第二十七条の二十八の二関係） 

（２）発電等用電気工作物整備等計画の認定等に関する規定を整備するとともに、推進

機関の業務に、認定大規模発電事業者に対し、認定発電等用電気工作物整備等計画

に基づく発電等用電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けることを追加

する。（第二十七条の二十九の七、第二十七条の二十九の八、第二十八条の四十第一

項第十号関係） 

 

４ 広域系統整備交付金交付等業務等に係る財源措置等 

（１）政府は、推進機関に対し、広域系統整備交付金交付等業務等に必要な金額の全部

又は一部に相当する金額を補助することができるものとする。（第二十八条の五十六

の二関係） 

（２）地域間売買取引の決済に係る利益を、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘

定に納付するものとする。（第九十九条の八関係） 

 

５ 事業用電気工作物の製造事業者等の責務 

事業用電気工作物を設置する者が、当該事業用電気工作物を技術基準に適合するよう

にするため必要な措置を講じようとするときは、当該事業用電気工作物の製造事業者等

は、当該事業用電気工作物を設置する者の求めに応じ、その措置の実施に協力するよう

努めなければならないもの等とする。（第四十条の二関係） 

 

６ 登録適合性確認機関による事前確認制度の拡充 

特殊電気工作物に係る適合性確認を受けなければならない対象者の追加をするととも

に、当該対象者は、工事の開始前に、登録適合性確認機関が交付した証明書を経済産業

大臣に提出しなければならないもの等とする。（第四十八条の二関係） 



 

 

７ 卸電力取引所の多様化 

翌日市場等を開設する短期卸電力取引所、中長期市場等を開設する中長期卸電力取引

所及び需給調整市場等を開設する需給調整卸電力取引所について、経済産業大臣の指定

等に関する規定を整備する。（第九十七条～第九十九条の二十二関係） 

 

８ その他 

その他規定の整備をする。 

 

９ 施行期日等 

（１）この法律は、一部を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行する。（附則第一条関係） 

（２）この法律の経過措置等について定める。 

（３）その他関係法律について所要の改正を行う。 


